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１ 条例改正の概要 

（１）改正理由 

  生徒数が減少していること等を勘案し、大浦中学校を梅香崎中学校に統合するのに伴い、大浦中学校を廃止するため。 

 

（２）施行日 

  令和 10 年 4 月 1 日 

 

 

２ 大浦中学校と梅香崎中学校の生徒数等 

（１）令和 7年度の生徒数及び学級数                      令和７年５月 1 日現在 

学校名 区分 
通常学級 

計 
特別支援 

学級 
合計 

１年 ２年 ３年 

大浦中 
生徒数 25 31 27 83 8 91 

学級数 1 1 1 3 2 5 

梅香崎中 
生徒数 47 65 62 174 7 181 

学級数 2 2 2 6 2 8 

小島中 
生徒数 99 98 85 282 20 302 

学級数 3 3 3 9 4 13 
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（２）生徒数及び学級数の推移                                       各年５月１日時点 

学校名 区分 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

通常 特支 通常 特支 通常 特支 通常 特支 通常 特支 通常 特支 通常 特支 

大浦中 
生徒数 97 3 95 5 105 3 99 6 90 8 78 12 83 8 

学級数 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 

梅香崎中 
生徒数 217 7 207 6 200 4 195 2 184 6 191 8 174 7 

学級数 7 3 7 3 6 2 6 2 6 3 6 2 6 2 

小島中 
生徒数 310 10 292 6 301 18 283 14 271 17 270 17 282 20 

学級数 9 2 9 2 10 3 9 3 9 4 9 4 9 4 

 

 

（３）将来推計並びに統合後の生徒数及び学級数                              各年５月１日時点 

学校名 年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

大浦中 
生徒数 93 90 87 95 85 89 69 65 58 

学級数 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

梅香崎中 
生徒数 179 161 176 159 151 142 135 137 113 

学級数 6 6 6 6 6 6 6 5 4 

統合後の生徒数 263 254 236 231 204 202 171 

統合後の学級数 9 9 8 8 7 7 6 

 

小島中 
生徒数 298 289 286 280 267 249 255 233 215 

学級数 9 9 9 9 9 9 9 8 7 
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（４）校地及び建物の状況                               令和７年５月 1 日現在 

学校名 建物敷地 運動場 その他法面等 合 計 

大浦中 6,554 ㎡ 9,086 ㎡ 3,777 ㎡ 19,417 ㎡ 

梅香崎中 5,720 ㎡ 5,609 ㎡ 1,943 ㎡ 13,272 ㎡ 

小島中 7,301 ㎡ 5,969 ㎡ 3,291 ㎡ 16,561 ㎡ 

 

令和７年５月 1 日現在 

学校名 
校 舎 等 体 育 館 

構造（主な建物） 延床面積 建設年月 構造（主な建物） 延床面積 建設年月 

大浦中 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 4,895 ㎡ S35.3 鉄骨造２階建 971 ㎡ S52.3 

梅香崎中 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造４階建 5,965 ㎡ S32.3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 984 ㎡ H7.3 

小島中 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造４階建 5,695 ㎡ S36.12 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 1,139 ㎡ H14.3 
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３ 大浦中学校と梅香崎中学校の通学区域 

 

 

関係校

主要道路

※ 長崎市における位置 

 

大浦中 梅香崎中 

学校間距離（徒歩道のり） 

1.2km 

梅香崎中学校 

大浦中学校 

梅香崎中学校区 

大浦中学校区 

小島中学校 
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４ 希望する就学先 
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指定校変更制度 

自宅からの距離が住所で定められた

学校である指定学校よりも、希望す

る学校の方が近い等で、通学に支障

がない場合は、指定学校を変更する

ことができる 

梅香崎中と小島中の 

おおよその中間ライン 
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５ 要望書（同意書） 
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６ 統合検討会の開催状況 

   ※統合検討会メンバー8名 

    ・佐古地区連合自治会長・仁田地区連合自治会長・十善寺地区連合自治会長・東大浦地区連合自治会長 

・大浦中学校 PTA 会長・仁田佐古小学校 PTA 会長・大浦中学校同窓会長・大浦中学校区青少年育成協議会長 

 

（１）第 1回 

・日 時：令和 6年 10 月 30 日 18 時 30 分～ 

・場 所：仁田佐古地区ふれあいセンター  

・議 題：各団体への説明時に出た意見の共有及び統合までのスケジュールについて 

・結 果：仁田佐古小保護者への説明会開催後、統合先や校区割、統合方式に関するアンケートを行うことが決定。 

 

（２）第 2回 

・日 時：令和 6年 12 月 18 日 15 時 30 分～ 

・場 所：仁田佐古地区ふれあいセンター 

・議 題：仁田佐古小保護者向けアンケートの内容確認及び説明会の日程について協議 

・結 果：アンケートの内容確定。説明会の日程及び場所について決定。 

 

（３）第 3回 

・日 時：令和 7年 3月 12 日 10 時～ 

・場 所：仁田佐古地区ふれあいセンター 

・議 題：仁田佐古小保護者向けアンケート結果を踏まえ、統合先及び統合方式について協議 

・結 果：令和 10 年度に、一斉方式で梅香崎中に統合する方針で合意。 

 

（４）第 4回 

・日 時：令和 7年 7月 22 日 15 時～ 

・場 所：仁田佐古地区ふれあいセンター 

・議 題：要望書（同意書）の内容確認 

・結 果：要望書（同意書）の内容確定。 
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７ 保護者及び地域との協議等経過 

 

日 付 概    要 

令和 6年 5月 21 日 仁田地区連合自治会長、十善寺地区連合自治会長との協議 

⇒「大浦中の校区を梅香崎中と小島中に分けるのであれば、各地区の意見を集約し校区を決めてはど

うか」、「令和 9年度に大浦中は創立 80 周年となるため、統合はその後がよい」等の意見が出された。 

令和 6年 5月 30 日 佐古地区連合自治会長との協議 

⇒「大浦中の校区を梅香崎中と小島中に分けることについては問題ないと思う」、「生徒数の減少を鑑

みれば、地域としても、大浦中の統合は止むなしという結論になるのではないか」等の意見が出され

た。 

令和 6年 6月 7日 東大浦地区連合自治会長との協議  

⇒「小島中へ統合した場合、星取地区の子ども達が梅香崎中へ指定校変更することは可能か」等の意

見が出された。 

令和 6年 7月 1日 大浦中学校 PTA 会長との協議 

⇒「大浦中の校区を梅香崎中と小島中に分けるのか、どちらかに統合するのかが一番気がかりであ

る」等の意見が出された。 

令和 6年 7月 4日 仁田佐古小学校 PTA 会長との協議 

⇒「梅香崎中や小島中を大浦中へ統合した方がよいとの意見が出るかもしれない」等の意見が出され

た。 

令和 6年 7月 18 日 東大浦地区連合自治会定例会で説明 

⇒「検討期間が長引かないように、今後のスケジュールを具体的に示してほしい」、「早く統合してほ

しいと思っている」等の意見が出された。 

令和 6年 8月 27 日 佐古地区連合自治会長、仁田地区連合自治会長、十善寺地区連合自治会長、東大浦地区連合自治会

長、大浦中学校 PTA 会長、仁田佐古小学校 PTA 会長との協議 

⇒各連合自治会及び PTA 役員へ説明を行い、課題の整理等を行った上で説明会の開催方法を検討す

ること、統合検討会のメンバーが決定された。 
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日 付 概    要 

令和 6年 9月 12 日 大浦中学校同窓会長への説明 

⇒「統合については、個人的にはやむを得ないと考えている」等の意見が出された。 

〃 大浦中学校区青少年育成協議会長への説明 

⇒「統合先の学校の建替え等は必要になるのか」等の意見が出された。 

令和 6年 9月 17 日 大浦中学校 PTA 役員への説明 

⇒「統合となった場合、制服はどうなるのか」、「大浦中の校区を梅香崎中と小島中に分けるのは、子

ども達が寂しい思いをするかもしれない」、「閉校後の跡地はどうなるのか」等の意見が出された。 

令和 6年 9月 20 日 佐古地区連合自治会への説明 

⇒「どこで校区を分けるか等については、子ども達のことをよく考えながら検討していく必要があ

る」等の意見が出された。 

令和 6年 9月 25 日 仁田地区連合自治会及び社会福祉協議会仁田支部への説明 

⇒「地域や保護者全体への説明会はいつになるのか」等の意見が出された。 

令和 6年 9月 30 日 仁田佐古小学校 PTA 役員への説明 

⇒「統合は具体的にいつになるのか」、「校区はどのように分けるのか」、「制服はどうなるのか」等の

意見が出された。 

令和 6年 10 月 30 日 第 1 回 統合検討会 

各団体への説明時に出た意見の共有及び統合までのスケジュールについて協議 

⇒仁田佐古小保護者への説明会開催後、統合先や校区割、統合方式に関するアンケートを行うことが

決定された。 

令和 6年 12 月 18 日 第 2 回 統合検討会 

仁田佐古小保護者向けアンケートの内容確認及び説明会の日程について協議 

⇒アンケートの内容確定。説明会の日程及び場所について決定された。 
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日 付 概    要 

令和 7年 2月 12 日 仁田佐古小学校保護者説明会 

⇒「指定校変更制度について、統合時に転籍となる生徒や大浦中の統合までの間に新中学 1年生とな

る生徒にも適用することはできないのか」、「統合することが決まるのはいつ頃か。なるべく早くに決

定してほしい」、「バスを利用して通学する場合、運賃に対する補助はあるのか」等の意見が出された。 

令和 7年 2月 13 日 

～2 月 28 日 

仁田佐古小学校保護者向けアンケート実施 回答件数 157 件/201 世帯 回答率 78.1% 

［① 統 合 先］・梅香崎中を希望 64 件（41％） ・小島中を希望 79 件（50％） 

       ・受験等によりどちらも希望しない 14 件（9％） 

［① の 理 由］・距離が近い 119 件（83％） ・希望の部活動がある 9 件（6％） 

       ・その他 15 件（11％） 

［②統合方式］・一斉方式（全学年一斉に統合）92 件（64％） 

       ・段階方式（新規入学を停止し、在校生の卒業後に統合）51 件（36％） 

令和 7年 3月 12 日 第 3 回 統合検討会 

仁田佐古小学校保護者向けアンケート結果を踏まえ、統合先及び統合方式について協議 

⇒令和 10 年度に一斉方式で梅香崎中学校に統合する方針で合意。 

令和 7年 3月 24 日 東大浦地区連合自治会定例会で説明 

⇒「斜面地上部に居住する生徒が、バスを利用した場合の運賃補助について検討をお願いしたい」、

「閉校後の跡地活用について、統合前から検討してほしい」、等の意見が出された。 

令和 7年 4月 28 日 仁田佐古小学校 PTA 総会で説明 

令和 10 年度に、一斉方式で梅香崎中学校に統合する方針を説明 

⇒意見等、特になし。 

令和 7年 7月 22 日 第 4 回 統合検討会 

要望書（同意書）の内容について協議、内容確定 

令和 7年 8月 7日 大浦中学校の統合にかかる要望書（同意書） 

統合検討会メンバーの連名により大浦中学校の統合にかかる要望書（同意書）が提出された。 
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８ 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○長崎市立中学校条例 ○長崎市立中学校条例 

第１条・第２条 [略] 第１条・第２条 [略] 

別表(第２条関係) 

名称 位置 

長崎市立日見中学校 長崎市界 2丁目 15 番 1 号 

［略］ ［略］ 

長崎市立茂木中学校 長崎市北浦町 2,018 番地 24 

［削る］  

長崎市立梅香崎中学校 長崎市大浦町 5 番 26 号 

［以下略］  
 

別表(第２条関係) 

名称 位置 

長崎市立日見中学校 長崎市界 2丁目 15 番 1 号 

［略］ ［略］ 

長崎市立茂木中学校 長崎市北浦町 2,018 番地 24 

長崎市立大浦中学校 長崎市高丘 2 丁目 6 番 1号 

長崎市立梅香崎中学校 長崎市大浦町 5 番 26 号 

［以下略］  
 

附 則 

 この条例は、令和 10 年４月１日から施行する。 

 


